
問
女
性
の
社
会
進
出
の
促
進
に
向
け
て
、

対
象
者
を
限
定
し
な
い
生
理
用
品
の
配
布

を
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
本
市
の
考
え
は
。

答
市
民
福
祉
部
長
／
本
市
で
は
、
生
活

困
窮
者
に
対
す
る
生
理
用
品
の
無
償
配
布

は
既
に
実
施
し
て
い
る
が
、
対
象
者
を
限

定
し
な
い
生
理
用
品
の
配
布
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
は
、
女
性
の
社
会
進
出
に
与
え
る
効

果
や
影
響
等
を
調
査
研
究
し
て
い
く
。

問
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
等
が
、
①
同
一
世

帯
と
し
て
住
民
登
録
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

②
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や
家
族
介

護
慰
労
金
を
、
本
人
や
家
族
に
代
わ
っ
て

申
請
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

問
い
じ
め
被
害
者
及
び
そ
の
保
護
者
に

対
し
、
い
じ
め
調
査
の
情
報
や
調
査
報
告

書
を
提
供
す
る
考
え
は
。

答
教
育
長
／
い
じ
め
調
査
の
方
法
や
進

捗
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
都
度
、
被
害
者

及
び
保
護
者
に
丁
寧
に
報
告
し
て
い
る
。

ま
た
、
学
校
で
の
話
合
い
や
教
育
委
員
会

へ
の
報
告
内
容
、
被
害
者
か
ら
聞
き
取
っ

た
状
況
等
に
つ
い
て
、
報
告
書
と
し
て
提

供
す
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
る
。

問
い
じ
め
の
重
大
事
態
に
関
す
る
調
査

結
果
を
公
表
す
る
考
え
は
。

答
教
育
長
／
本
市
に
お
い
て
、
い
じ
め

の
重
大
事
態
に
関
す
る
調
査
結
果
を
公
表

問
第
三
次
沼
津
市
行
政
改
革
プ
ラ
ン
の

取
組
成
果
と
課
題
に
対
す
る
認
識
は
。

答
市
長
／
本
プ
ラ
ン
の
取
組
の
う
ち
、

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま
ち
づ
く
り
事
業
及
び

ふ
る
さ
と
納
税
は
、
目
標
を
大
幅
に
超
え

る
成
果
を
残
す
と
と
も
に
、
市
税
の
キ
ャ

ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
、

基
本
理
念
に
沿
っ
た
行
政
改
革
が
推
進
さ

れ
た
。
一
方
で
、
Ａ
Ｉ
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
の
情

報
技
術
の
活
用
が
課
題
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。

問
中
央
公
園
の
再
整
備
に
つ
い
て
、
①

中
心
市
街
地
で
の
新
た
な
位
置
づ
け
は
。

②
史
跡
と
し
て
の
意
義
と
活
用
は
。

問
要
介
護
高
齢
者
と
そ
の
家
族
へ
の
支

援
施
策
の
充
実
に
対
す
る
取
組
は
。

答
福
祉
事
務
所
長
／
令
和
三
年
三
月
に

策
定
し
た
第
九
次
沼
津
市
高
齢
者
保
健
福

祉
計
画
の
基
本
理
念
で
あ
る
「
住
み
慣
れ

た
地
域
で
、
と
も
に
支
え
合
い
な
が
ら
、

高
齢
者
が
自
分
ら
し
く
、
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
ま
ち
」
に
の
っ
と
り
、
国
の
実
施
要

綱
に
基
づ
く
家
族
介
護
慰
労
事
業
や
本
市

独
自
施
策
で
あ
る５※

重
度
要
介
護
者
通
院
支

援
事
業
な
ど
、
要
介
護
者
と
そ
の
家
族
へ

の
支
援
を
含
む
諸
施
策
を
推
進
し
て
い
る
。

問
近
隣
他
市
町
と
比
較
す
る
と
、
本
市

独
自
の
支
援
策
の
支
給
要
件
が
厳
し
い
な

答
市
民
福
祉
部
長
／
①
同
性
パ
ー
ト
ナ

ー
等
で
あ
っ
て
も
、
同
居
か
つ
生
計
を
一

に
す
る
場
合
、
同
一
世
帯
と
し
て
住
民
登

録
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

福
祉
事
務
所
長
／
②
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て
は
、
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
等
で
あ

っ
て
も
、
本
人
及
び
そ
の
家
族
に
代
わ
っ

て
申
請
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま

た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
な
い
要

介
護
者
を
介
護
す
る
家
族
等
に
支
給
さ
れ

る
家
族
介
護
慰
労
金
に
つ
い
て
は
、
同
性

パ
ー
ト
ナ
ー
等
で
あ
っ
て
も
要
介
護
者
を

介
護
し
て
い
る
者
で
あ
れ
ば
、
申
請
を
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
た
事
例
は
な
く
、
事
案
内
容
や
重
大
性
、

被
害
者
及
び
保
護
者
の
意
向
、
被
害
者
へ

の
影
響
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
適
切
に

判
断
し
て
い
く
。

問
い
じ
め
被
害
者
へ
の
学
校
や
教
育
委

員
会
の
対
応
は
。

答
教
育
長
／
い
じ
め
が
確
認
さ
れ
た
場

合
に
は
、
被
害
者
及
び
保
護
者
に
寄
り
添

い
、
意
向
の
確
認
や
対
応
方
針
の
説
明
を

十
分
に
行
う
な
ど
、
問
題
の
解
決
に
向
け

た
丁
寧
な
対
応
に
努
め
て
い
る
。
今
後
も
、

児
童
生
徒
が
一
日
で
も
早
く
安
心
し
て
学

校
に
通
え
る
よ
う
、
学
校
と
教
育
委
員
会

が
連
携
し
、
問
題
解
決
に
努
め
て
い
く
。

答
都
市
計
画
部
長
／
①
香
貫
山
や
狩
野

川
な
ど
公
園
周
辺
の
地
域
資
源
と
の
回
遊

性
や
交
流
機
能
を
強
化
す
る
な
ど
、
中
心

市
街
地
に
ふ
さ
わ
し
い
、
開
放
的
で
利
用

し
や
す
い
公
園
と
な
る
よ
う
検
討
す
る
。

②
本
公
園
は
現
在
の
中
心
市
街
地
の
礎
と

な
っ
た
重
要
な
場
所
に
位
置
し
て
お
り
、

再
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
限
ら
れ
た
面
積

の
中
で
幅
広
い
年
代
層
が
様
々
な
目
的
で

活
用
で
き
る
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

が
必
要
で
あ
る
。
市
民
・
利
用
者
等
を
交

え
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
り
、
今
後
の

公
園
の
活
用
方
法
を
総
合
的
に
検
討
し
て

い
く
。

ど
支
援
内
容
が
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
本
市
の
取
組
は
。

答
福
祉
事
務
所
長
／
支
給
要
件
に
つ
い

て
は
、
介
護
保
険
制
度
の
趣
旨
に
の
っ
と

り
、
保
険
給
付
と
の
重
複
を
避
け
る
と
い

う
基
本
的
な
考
え
方
の
下
に
定
め
て
い
る
。

な
お
、
支
援
内
容
に
つ
い
て
は
、
介
護
を

取
り
巻
く
状
況
や

国
の
制
度
改
正
を

踏
ま
え
、
必
要
に

応
じ
て
見
直
し
の

検
討
を
行
う
な
ど

適
切
に
取
り
組
ん

で
い
く
。

小
澤　
　
隆

山
下　
富
美
子

井
原　
三
千
雄

岡
田　
進
一

女性の社会進出の促進に向けた
生理用品の配布の考えは

小中学校でのいじめ被害者等への
対応は

第3次沼津市行政改革プランの
成果と課題は

要介護高齢者とその家族への
支援施策の充実は

一 般 質 問市政について問う！
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